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1．  はじめに 

本ガイドラインは『付則 2 広報活動の協力に関する取り扱い』に記載の Type B 陸上ユニ

フォームの着用について Paris2024 代表チーム・関係者向けに補足説明を行う目的で作成し

ています。本ユニフォームは JSAF スペシャルサプライヤーである有限会社 SAILFAST 様に

無償提供を頂いているものです。上記及び本ガイドラインを熟読して内容について十分にご

理解を頂き、ルールを遵守頂くようお願い致します。 

別途ユニフォームをお渡しする際には、誓約書にサインを頂きます。 

 

2． 配布アイテム 

    サプライヤーからご提供頂くアイテム及び一人当たり数量は以下の通りです。選手・役員・ 

   スタッフ共に同一内容です。 

 

内容 ﾎﾟﾛｼｬﾂ 半袖Ｔｼｬﾂ 長袖Ｔｼｬﾂ ｼﾞｬｹｯﾄ ｼｮｰﾄﾊﾟﾝﾂ ｷｬｯﾌﾟ 

数量 2 1 2 1 2 1 

     

   なお､海上ユニフォームは提供されない為、海上練習・レース参加の際には適宜自前のセ 

   ーリングギアを使用頂くこととなりますが、海上環境等に応じて適宜本ユニフォームを着用頂 

   くことは問題ありません。積極的にご活用下さい。 

 

3． 配布対象 

    配布対象は代表選手及びチームコーチ 1名分です。選手が NT-A の場合はチームススタ 

   ッフ 1名分が追加されます。また、本大会に帯同するオリ強スタッフに対しても同様のユニフ 

   ォームを配布することとし、主に大会会場外での着用を想定しています。 

 

4． 配布時期 

    派遣前手続き(6/4)、壮行会(6/28)の 2回に分けて配布を実施します。詳細については別 

   途オリ強よりご案内致します。 

 

5． 着用場面と留意点 

    着用する場面、着用できない場面については「付則 2 広報活動への協力に関する取り扱 

   い」の5．(2)(3)に記載の通りですが、オリンピックに関連する取材、記者会見、イベント等の場 
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   合は所属企業ロゴ入りのユニフォームは着用頂けませんのでご留意下さい。 

    また、本ユニフォームはオリンピック大会の Rule50に準拠していないため、本大会期間 

   (7/20～)において会場内で着用する場合は、JSAF バージ、日の丸セーラーズロゴ、所属企 

   業ロゴ、一定の条件を満たさないメーカーロゴ、機能表示等については適切に被覆を頂いた 

   上で着用頂く必要があります。条件等については、下記をご参照下さい。 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/sailingparis2024/wp-

content/uploads/2023/02/14051206/Identifications-on-NOC-Team-Apparel-Practical-

Guidelines-Paris-2024.pdf 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/WorldSailing.pdf 

 

6． 所属企業ロゴを入れる際の留意点 

 所属企業ロゴについては、「付則 2 広報活動への協力に関する取り扱い」の 5．(4)にあると

おり、本ユニフォームに入れることができます。ただし、本ガイドライン 5.にて言及の通り、オリ

ンピック関連の取材、記者会見、イベント等において所属企業ロゴの入ったユニフォームは着

用できないことから、2 枚配布されるポロシャツと長袖 T シャツの片方のみに所属企業ロゴを

入れる等、各チームにて想定され得るシチュエーションに応じた対応をお願い致します。 

 

7． 破損、紛失等の対応について 

    本ユニフォームに関する破損、紛失等があった場合は必ずオリ強担当コーチまで一報をお 

   願いします。補充を希望される場合は、有償対応とします。 

 

8． 返却について 

 「付則 2 広報活動への協力に関する取り扱い」の 5．(6)に記載の通り、Paris2024 本大会の

終了に伴い、強化選手・スタッフ認定が解除となる事から、一旦配布された全てのユニフォー

ムを返却を頂きますのでご理解のほどよろしくお願い致します。返却の際のフローについては

別途ご案内申し上げます。 

 

9． 譲渡・貸与の禁止 

 「付則 2 広報活動への協力に関する取り扱い」の 5．(5)に記載の通り、本ユニフォームの譲

渡や貸与は厳禁です。斯かる行為が認められた場合には厳正に対処します。 

 

 

以上 
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